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超重症心身障害児短期入所等促進事業費

１　事業の概要

　医療的ケアを必要とする在宅の重症心身障害児を対象

とした短期入所及び日中一時支援事業を実施した市町村

に対して、経費の一部を補助する。

利用日数が見込より24日減少したことに伴う減額。

１　短期入所促進事業　　　  　　　　　　△204千円

利用日数が見込より269日減少したことに伴う減額。

２　日中一時支援促進事業　　　　　　　△1,220千円

２　事業主体及び負担区分

　　(県1/2)　市町村1/2

３　地方財政措置の状況

　　なし

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

　　9,500千円×0.2＝1,900千円

５　事業説明
（１）事業内容
　　ア　短期入所促進事業
　　　　　医療的ケアが必要な在宅の超重症心身障害児を受け入れた短期入所介護事業所に対して上乗せ補助を行う。

　　イ　日中一時支援促進事業
　　　　　医療的ケアが必要な在宅の超重症心身障害児を受け入れた日中一時支援事業所に対して上乗せ補助を行う。

（２）事業計画
　　　　医療的ケアが必要な在宅の重症心身障害児と家族が安心して地域で生活できるよう、医療機関による短期入所事
　　　業や日中一時支援事業を提供できる事業所を拡充する。

（３）事業効果
　　　　医療的ケアが必要な在宅の重症心身障害児の短期入所及び日中一時支援事業が促進され、介助する家族の精神的

　　　　平成２３年度延べ利用日数　224日　→　平成２５年度延べ利用日数　864日（見込）
　　　・身体的負担が軽減される。

（４）補正の理由
　　ア　短期入所促進事業　　　　当初：960千円　　執行見込：756千円　　補正要求：△204千円
　　　　　利用日数を96日で見込んだが、24日減小し72日となる見込みのため。
　　イ　日中一時支援促進事業　　当初：3,840千円　執行見込：2,620千円　補正要求：△1,220千円
　　　　　利用日数を768日で見込んだが、269日減少し499日となる見込み。

(単位：千円)

分野施策


